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接遇研修ツール（基礎編）の構成について

・研修ツール（基礎編）については、できるだけ「使い勝手の良い」ものとしつつ、また様々な規模やタイプの宿泊施設、外国人労

働者がいる宿泊施設でもしっかりと実践してもらえるものとする観点から、以下の項目・内容を盛り込むこととしてはどうか。

１．総論

○ 改正旅館業法及び改正障害者差別解消法の内容について

・ 法改正の趣旨・理念・内容について簡単に紹介（既に別の媒体で周知しているため、必要最小限の内容とする。）

○ 要配慮者に対する接遇応対における基本的ポイント 【観光庁のマニュアル及びアンケート調査結果に基づき作成】

・ 障害の種別や特性等にかかわらず、要配慮者への接遇において共通して必要となることを示す

２．各論

○ 旅館業の施設特有の接客シーン別の接遇応対の基本的ポイント 【観光庁のマニュアル及びアンケート調査結果に基づき作成】

・ ①予約時等、②チェックイン、③設備や客室の案内・誘導、④食事、⑤入浴、⑥チェックアウト の各シーン別の接遇応対における

ポイント、留意事項等

・ 障害の種別等に共通して必要となる応対のポイント等を示すことを基本としつつ、種別ごとの応対についても可能な範囲で盛り込む

（詳細な内容はWGの議論を経て本編の段階で盛り込む）

○ 緊急時・災害時における応対の基本的ポイント 【観光庁のマニュアル及びアンケート調査結果に基づき作成】

・ 緊急時・災害時における望ましい応対について、アンケート調査結果等を踏まえた基本的ポイントを示す

３．その他（付録）

○ 好事例その他研修を企画・実行するに当たって参考になる情報 【国交省のガイドライン及びアンケート調査結果に基づき作成】

・ 好事例については、アンケート調査結果を踏まえ、個別の障害の種別等と紐付けて応対のポイント等を示す

・ その他参考になる情報については、事業者の研修に協力可能な当事者団体のリスト等を示す
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接遇研修ツール（基礎編）の作成方針について

・作成する研修ツール（基礎編）については、以下のような方針で作成することとしてはどうか。

○ 形式については、「使い勝手の良い」ツールにする観点から、改正旅館業法の研修ツール（要約版）と同様、リーフレットの形式
（A4縦両面）で作成する。（本体１枚＋付録１枚程度）

○ 現場で気軽に活用いただけるよう、できるだけ図やイラストを盛り込み、分かりやすいものとなるよう工夫する。

○ 外国人労働者のいる宿泊施設においても活用いただけるよう、多言語化も検討する。

※ 改正旅館業法の研修ツールについても、英語版を作成・公表している。

■研修ツール（要約版）＜旅館業法・障害者差別解消法＞ ■英語版＜旅館業法＞
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